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(57)【要約】
　複数のデジタルディスプレイデバイスに亘りデジタル
コンテンツアイテムを表示する、編成された前記複数の
デジタルディスプレイデバイスのためのシステムは、表
示画面、メモリ、プロセッサ及びデータリンク機能をそ
れぞれが備える、複数のデジタルディスプレイデバイス
と、表示画面、ユーザインタフェース、メモリ、プロセ
ッサ及びデータリンク機能を備える、ユーザデバイスと
、前記複数のデジタルディスプレイデバイス及び前記ユ
ーザデバイスと接続される、クラウドベースのコンピュ
ーティングシステムと、を備える。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のデジタルディスプレイデバイスに亘りデジタルコンテンツアイテムを表示する、
編成された前記複数のデジタルディスプレイデバイスのためのシステムであって、
　表示画面、メモリ、プロセッサ及びデータリンク機能をそれぞれが備える、複数のデジ
タルディスプレイデバイスと、
　表示画面、ユーザインタフェース、メモリ、プロセッサ及びデータリンク機能を備える
、ユーザデバイスと、
　前記複数のデジタルディスプレイデバイス及び前記ユーザデバイスと接続される、クラ
ウドベースのコンピューティングシステムと、
　を備え、
　１以上の前記複数のデジタルディスプレイデバイス、前記ユーザデバイス及び前記クラ
ウドベースのコンピューティングシステムは、前記複数のデジタルディスプレイデバイス
の各デジタルディスプレイデバイスの相対ジオメトリ及び相対位置を決定し、
　ユーザにより前記ユーザデバイスにおける前記デジタルコンテンツアイテムの選択にお
いて、前記複数のデジタルディスプレイデバイスは、デジタルコンテンツアイテムを表す
データを受信し、前記複数のデジタルディスプレイデバイスの前記表示画面に前記デジタ
ルコンテンツアイテムを表す同期表示を表示し、
　前記デジタルコンテンツアイテムを表す前記同期表示は、前記デジタルコンテンツアイ
テムの連続表示の形態で前記複数のデジタルディスプレイデバイスに亘ってレンダリング
された前記デジタルコンテンツアイテムの表示であり、前記複数のデジタルディスプレイ
デバイス間の空間を構成し、デジタルディスプレイデバイスが位置している場所の前記デ
ジタルコンテンツアイテムの前記連続表示の部分のみを表示する、
　システム。
【請求項２】
　前記デジタルディスプレイデバイス又は前記ユーザデバイスの前記データリンク機能は
、Wi-Fi機能又は有線イーサネット機能である、請求項１に記載のシステム。
【請求項３】
　前記デジタルディスプレイデバイスの前記表示画面は、LCDスクリーン、LEDスクリーン
、OLEDスクリーン、QLEDスクリーン又はデジタルインクスクリーンである、請求項１に記
載のシステム。
【請求項４】
　前記ユーザインタフェースは、前記クラウドベースのコンピューティングシステム又は
各デジタルディスプレイデバイスと接続し、前記複数のデジタルディスプレイデバイスの
各デジタルディスプレイデバイスにキャリブレーションパターンを表示する、請求項１に
記載のシステム。
【請求項５】
　各デジタルディスプレイデバイスの前記相対位置、空間ギャップ距離又は向きは、前記
キャリブレーションパターンを介して決定される、請求項４に記載のシステム。
【請求項６】
　前記ユーザデバイスはさらに、カメラを備え、前記カメラは、前記複数のデジタルディ
スプレイデバイスの各デジタルディスプレイデバイスの１以上の画像を撮影し、前記クラ
ウドベースのコンピューティングシステムに前記１以上の画像を送信する、請求項１に記
載のシステム。
【請求項７】
　前記クラウドベースのコンピューティングシステムは、前記複数のデジタルディスプレ
イデバイスの各デジタルディスプレイデバイスの前記１以上の画像に基づいて、前記複数
のデジタルディスプレイデバイスの各デジタルディスプレイデバイスの識別、境界及び向
きを決定する、請求項６に記載のシステム。
【請求項８】
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　前記デジタルコンテンツアイテムを表す前記データは、前記デジタルコンテンツアイテ
ムの分割された部分のセットであり、前記クラウドベースのコンピューティングシステム
は、関連するデジタルディスプレイデバイスのそれぞれの分割された部分を送信する、請
求項１に記載のシステム。
【請求項９】
　前記デジタルコンテンツアイテムを表す前記データは、前記デジタルコンテンツアイテ
ムの分割されていない部分であり、各デジタルディスプレイデバイスの前記プロセッサは
、前記関連するデジタルディスプレイデバイス上に表示される前記デジタルコンテンツア
イテムの前記連続表示の前記部分に前記デジタルコンテンツアイテムの前記分割されてい
ない部分をクロッピングする、請求項１に記載のシステム。
【請求項１０】
　前記ユーザインタフェースを介して、実時間で前記複数のデジタルディスプレイデバイ
スの概要に前記デジタルコンテンツアイテムの相対マッピングを調節可能である、請求項
１に記載のシステム。
【請求項１１】
　前記同期表示は、解像度又はカラーパレットに基づいて前記複数のデジタルディスプレ
イデバイスに亘って調和させる、請求項１に記載のシステム。
【請求項１２】
　前記デジタルコンテンツアイテムは、静止画、ビデオクリップ、グラフィックアニメー
ション又はアプリケーションである、請求項１に記載のシステム。
【請求項１３】
　前記ユーザデバイスは、スマートホン、タブレット又はモバイルコンピューティングデ
バイスである、請求項１に記載のシステム。
【請求項１４】
　複数のデジタルディスプレイデバイスに亘りデジタルコンテンツアイテムを表示する、
編成された前記複数のデジタルディスプレイデバイスのための方法であって、
　前記複数のデジタルディスプレイデバイス、ユーザデバイス及びクラウドベースのコン
ピューティングシステムを通じて、前記複数のデジタルディスプレイデバイスの各デジタ
ルディスプレイデバイスの相対ジオメトリ及び相対位置を決定し、
　前記ユーザデバイスが、前記デジタルコンテンツアイテムを選択し
　前記複数のデジタルディスプレイデバイスが前記デジタルコンテンツアイテムを表すデ
ータを受信し、
　前記複数のデジタルディスプレイデバイスの表示画面が、前記デジタルコンテンツアイ
テムを表す同期表示を表示し、
　前記複数のデジタルディスプレイデバイスは、前記表示画面、メモリ、プロセッサ及び
データリンク機能を備え、
　前記ユーザデバイスは、表示画面、ユーザインタフェース、メモリ、プロセッサ及びデ
ータリンク機能を備え、
　前記クラウドベースのコンピューティングシステムは、前記複数のデジタルディスプレ
イデバイス及び前記ユーザデバイスと接続し、
　前記デジタルコンテンツアイテムを表す前記同期表示は、前記デジタルコンテンツアイ
テムの連続表示の形態で前記複数のデジタルディスプレイデバイスに亘ってレンダリング
された前記デジタルコンテンツアイテムの表示であり、前記複数のデジタルディスプレイ
デバイス間の空間を構成し、デジタルディスプレイデバイスが位置している場所の前記デ
ジタルコンテンツアイテムの前記連続表示の部分のみを表示する、
　方法。
【請求項１５】
　前記デジタルディスプレイデバイス又は前記ユーザデバイスの前記データリンク機能は
、Wi-Fi機能又は有線イーサネット機能である、請求項１４に記載の方法。
【請求項１６】
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　前記デジタルディスプレイデバイスの前記表示画面は、LCDスクリーン、LEDスクリーン
、OLEDスクリーン、QLEDスクリーン又はデジタルインクスクリーンである、請求項１４に
記載の方法。
【請求項１７】
　前記ユーザインタフェースは、前記クラウドベースのコンピューティングシステム又は
各デジタルディスプレイデバイスと接続し、前記複数のデジタルディスプレイデバイスの
各デジタルディスプレイデバイスにキャリブレーションパターンを表示する、請求項１４
に記載の方法。
【請求項１８】
　各デジタルディスプレイデバイスの前記相対位置、空間ギャップ距離又は向きは、前記
キャリブレーションパターンを介して決定される、請求項１７に記載の方法。
【請求項１９】
　前記ユーザデバイスはさらに、カメラを備え、前記カメラは、前記複数のデジタルディ
スプレイデバイスの各デジタルディスプレイデバイスの１以上の画像を撮影し、前記クラ
ウドベースのコンピューティングシステムに前記１以上の画像を送信する、請求項１４に
記載の方法。
【請求項２０】
　前記クラウドベースのコンピューティングシステムは、前記複数のデジタルディスプレ
イデバイスの各デジタルディスプレイデバイスの前記１以上の画像に基づいて、前記複数
のデジタルディスプレイデバイスの各デジタルディスプレイデバイスの識別、境界及び向
きを決定する、請求項１９に記載の方法。
【請求項２１】
　前記デジタルコンテンツアイテムを表す前記データは、前記デジタルコンテンツアイテ
ムの分割された部分のセットであり、前記クラウドベースのコンピューティングシステム
は、関連するデジタルディスプレイデバイスのそれぞれの分割された部分を送信する、請
求項１４に記載の方法。
【請求項２２】
　前記デジタルコンテンツアイテムを表す前記データは、前記デジタルコンテンツアイテ
ムの分割されていない部分であり、各デジタルディスプレイデバイスの前記プロセッサは
、前記関連するデジタルディスプレイデバイス上に表示される前記デジタルコンテンツア
イテムの前記連続表示の前記部分に前記デジタルコンテンツアイテムの前記分割されてい
ない部分をクロッピングする、請求項１４に記載の方法。
【請求項２３】
　前記ユーザインタフェースが、実時間で前記複数のデジタルディスプレイデバイスの概
要に前記デジタルコンテンツアイテムの相対マッピングを調節する、請求項１４に記載の
方法。
【請求項２４】
　前記同期表示は、解像度又はカラーパレットに基づいて前記複数のデジタルディスプレ
イデバイスに亘って調和させる、請求項１４に記載の方法。
【請求項２５】
　前記デジタルコンテンツアイテムは、静止画、ビデオクリップ、グラフィックアニメー
ション又はアプリケーションである、請求項１４に記載の方法。
【請求項２６】
　前記ユーザデバイスは、スマートホン、タブレット又はモバイルコンピューティングデ
バイスである、請求項１４に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
関連出願の相互参照
　本出願は、２０１６年１１月２３日に出願された米国仮特許出願第６２／４２５，９４
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０号の優先権を主張し、その開示は、全体が参照により本明細書に組み込まれる。
【０００２】
　本発明は、複数のデジタルディスプレイに亘り１つのデジタルコンテンツアイテムを表
示する複数のデジタルディスプレイを編成するためのシステムに関する。
【背景技術】
【０００３】
　時には、１つのデジタルコンテンツアイテムを大きなフォーマとで表示することが望ま
しい。LCDスクリーン又はプロジェクタスクリーン等の大型ディスプレイに関連する費用
及び複雑さを回避するために、ユーザはいくつかのより小さなデジタルディスプレイに亘
ってアイテムを表示することを選び、各ディスプレイは、１つのまとまりある画像の外観
を伝えながらコンテンツアイテムの異なる部分を示す。代わりに、ユーザは、スタイリス
ト効果のために複数のディスプレイに亘ってアイテムを表示することを選んでもよい。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　単一コンテンツアイテムを表示する複数ディスプレイを同期させ編成するために現在市
場に出回っているシステムは、複雑かつ高価である。そのようなシステムは一般的に、有
線ビデオ接続により各ディスプレイに直接接続されている高価なビデオプロセッサを含む
。本発明は、クラウドシステムに接続されたユーザアプリケーションを使用して１つのま
とまりある画像を表示するために迅速かつ容易に編成することができ、各ディスプレイへ
の専用ビデオ接続を使用せずに達成できる無線接続デジタルディスプレイシステムを提供
する。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　概して、一態様では、本発明は、複数のデジタルディスプレイデバイスに亘りデジタル
コンテンツアイテムを表示する、編成された前記複数のデジタルディスプレイデバイスの
ためのシステムであって、表示画面、メモリ、プロセッサ及びデータリンク機能をそれぞ
れが備える、複数のデジタルディスプレイデバイスと、表示画面、ユーザインタフェース
、メモリ、プロセッサ及びデータリンク機能を備える、ユーザデバイスと、前記複数のデ
ジタルディスプレイデバイス及び前記ユーザデバイスと接続される、クラウドベースのコ
ンピューティングシステムと、を備え、１以上の前記複数のデジタルディスプレイデバイ
ス、前記ユーザデバイス及び前記クラウドベースのコンピューティングシステムは、前記
複数のデジタルディスプレイデバイスの各デジタルディスプレイデバイスの相対ジオメト
リ及び相対位置を決定し、ユーザにより前記ユーザデバイスにおける前記デジタルコンテ
ンツアイテムの選択において、前記複数のデジタルディスプレイデバイスは、デジタルコ
ンテンツアイテムを表すデータを受信し、前記複数のデジタルディスプレイデバイスの前
記表示画面に前記デジタルコンテンツアイテムを表す同期表示を表示し、前記デジタルコ
ンテンツアイテムを表す前記同期表示は、前記デジタルコンテンツアイテムの連続表示の
形態で前記複数のデジタルディスプレイデバイスに亘ってレンダリングされた前記デジタ
ルコンテンツアイテムの表示であり、前記複数のデジタルディスプレイデバイス間の空間
を構成し、デジタルディスプレイデバイスが位置している場所の前記デジタルコンテンツ
アイテムの前記連続表示の部分のみを表示する、システムであることを特徴とする。
【０００６】
　本発明の実装は、以下の特徴のうち１以上を含んでいてもよい。前記デジタルディスプ
レイデバイス又は前記ユーザデバイスの前記データリンク機能は、Wi-Fi機能又は有線イ
ーサネット機能であってもよい。前記デジタルディスプレイデバイスの前記表示画面は、
LCDスクリーン、LEDスクリーン、OLEDスクリーン、QLEDスクリーン又はデジタルインクス
クリーンであってもよい。前記ユーザインタフェースは、前記クラウドベースのコンピュ
ーティングシステム又は各デジタルディスプレイデバイスと接続してもよく、前記複数の
デジタルディスプレイデバイスの各デジタルディスプレイデバイスにキャリブレーション



(6) JP 2020-500380 A 2020.1.9

10

20

30

40

50

パターンを表示してもよい。各デジタルディスプレイデバイスの前記相対位置、空間ギャ
ップ距離又は向きは、前記キャリブレーションパターンを介して決定されてもよい。前記
ユーザデバイスはさらに、カメラを備えてもよく、前記カメラは、前記複数のデジタルデ
ィスプレイデバイスの各デジタルディスプレイデバイスの１以上の画像を撮影してもよく
、前記クラウドベースのコンピューティングシステムに前記１以上の画像を送信してもよ
い。前記クラウドベースのコンピューティングシステムは、前記複数のデジタルディスプ
レイデバイスの各デジタルディスプレイデバイスの前記１以上の画像に基づいて、前記複
数のデジタルディスプレイデバイスの各デジタルディスプレイデバイスの識別、境界及び
向きを決定してもよい。前記デジタルコンテンツアイテムを表す前記データは、前記デジ
タルコンテンツアイテムの分割された部分のセットであってもよく、前記クラウドベース
のコンピューティングシステムは、関連するデジタルディスプレイデバイスのそれぞれの
分割された部分を送信してもよい。前記デジタルコンテンツアイテムを表す前記データは
、前記デジタルコンテンツアイテムの分割されていない部分であってもよく、各デジタル
ディスプレイデバイスの前記プロセッサは、前記関連するデジタルディスプレイデバイス
上に表示される前記デジタルコンテンツアイテムの前記連続表示の前記部分に前記デジタ
ルコンテンツアイテムの前記分割されていない部分をクロッピングしてもよい。前記ユー
ザインタフェースを介して、実時間で前記複数のデジタルディスプレイデバイスの概要に
前記デジタルコンテンツアイテムの相対マッピングを調節可能であってもよい。前記同期
表示は、解像度又はカラーパレットに基づいて前記複数のデジタルディスプレイデバイス
に亘って調和させてもよい。前記デジタルコンテンツアイテムは、静止画、ビデオクリッ
プ、グラフィックアニメーション又はアプリケーションであってもよい。前記ユーザデバ
イスは、スマートホン、タブレット又はモバイルコンピューティングデバイスであっても
よい。
【０００７】
　概して、別の態様では、複数のデジタルディスプレイデバイスに亘りデジタルコンテン
ツアイテムを表示する、編成された前記複数のデジタルディスプレイデバイスのための方
法であって、前記複数のデジタルディスプレイデバイス、ユーザデバイス及びクラウドベ
ースのコンピューティングシステムを通じて、前記複数のデジタルディスプレイデバイス
の各デジタルディスプレイデバイスの相対ジオメトリ及び相対位置を決定し、前記ユーザ
デバイスが、前記デジタルコンテンツアイテムを選択し、前記複数のデジタルディスプレ
イデバイスが前記デジタルコンテンツアイテムを表すデータを受信し、前記複数のデジタ
ルディスプレイデバイスの表示画面が、前記デジタルコンテンツアイテムを表す同期表示
を表示し、前記複数のデジタルディスプレイデバイスは、前記表示画面、メモリ、プロセ
ッサ及びデータリンク機能を備え、前記ユーザデバイスは、表示画面、ユーザインタフェ
ース、メモリ、プロセッサ及びデータリンク機能を備え、前記クラウドベースのコンピュ
ーティングシステムは、前記複数のデジタルディスプレイデバイス及び前記ユーザデバイ
スと接続し、前記デジタルコンテンツアイテムを表す前記同期表示は、前記デジタルコン
テンツアイテムの連続表示の形態で前記複数のデジタルディスプレイデバイスに亘ってレ
ンダリングされた前記デジタルコンテンツアイテムの表示であり、前記複数のデジタルデ
ィスプレイデバイス間の空間を構成し、デジタルディスプレイデバイスが位置している場
所の前記デジタルコンテンツアイテムの前記連続表示の部分のみを表示する、方法である
ことを特徴とする。
【０００８】
　本発明の実装は、以下の特徴のうち１以上を含んでいてもよい。前記デジタルディスプ
レイデバイス又は前記ユーザデバイスの前記データリンク機能は、Wi-Fi機能又は有線イ
ーサネット機能であってもよい。前記デジタルディスプレイデバイスの前記表示画面は、
LCDスクリーン、LEDスクリーン、OLEDスクリーン、QLEDスクリーン又はデジタルインクス
クリーンであってもよい。前記ユーザインタフェースは、前記クラウドベースのコンピュ
ーティングシステム又は各デジタルディスプレイデバイスと接続してもよく、前記複数の
デジタルディスプレイデバイスの各デジタルディスプレイデバイスにキャリブレーション
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パターンを表示してもよい。各デジタルディスプレイデバイスの前記相対位置、空間ギャ
ップ距離又は向きは、前記キャリブレーションパターンを介して決定されてもよい。前記
ユーザデバイスはさらに、カメラを備えてもよく、前記カメラは、前記複数のデジタルデ
ィスプレイデバイスの各デジタルディスプレイデバイスの１以上の画像を撮影してもよく
、前記クラウドベースのコンピューティングシステムに前記１以上の画像を送信してもよ
い。前記クラウドベースのコンピューティングシステムは、前記複数のデジタルディスプ
レイデバイスの各デジタルディスプレイデバイスの前記１以上の画像に基づいて、前記複
数のデジタルディスプレイデバイスの各デジタルディスプレイデバイスの識別、境界及び
向きを決定してもよい。前記デジタルコンテンツアイテムを表す前記データは、前記デジ
タルコンテンツアイテムの分割された部分のセットであってもよく、前記クラウドベース
のコンピューティングシステムは、関連するデジタルディスプレイデバイスのそれぞれの
分割された部分を送信してもよい。前記デジタルコンテンツアイテムを表す前記データは
、前記デジタルコンテンツアイテムの分割されていない部分であってもよく、各デジタル
ディスプレイデバイスの前記プロセッサは、前記関連するデジタルディスプレイデバイス
上に表示される前記デジタルコンテンツアイテムの前記連続表示の前記部分に前記デジタ
ルコンテンツアイテムの前記分割されていない部分をクロッピングしてもよい。方法はさ
らに、前記ユーザインタフェースが、実時間で前記複数のデジタルディスプレイデバイス
の概要に前記デジタルコンテンツアイテムの相対マッピングを調節してもよい。前記同期
表示は、解像度又はカラーパレットに基づいて前記複数のデジタルディスプレイデバイス
に亘って調和させてもよい。前記デジタルコンテンツアイテムは、静止画、ビデオクリッ
プ、グラフィックアニメーション又はアプリケーションであってもよい。前記ユーザデバ
イスは、スマートホン、タブレット又はモバイルコンピューティングデバイスであっても
よい。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】実際のデジタルディスプレイが配置されている場所にのみ画像が見えるデジタル
コンテンツアイテムが１つの連続面に表示されているかのように、様々なデジタルディス
プレイに亘ってレンダリングされたデジタルコンテンツアイテムを示す。
【図２】インターネットを介してクラウドシステムに接続したデジタルディスプレイを示
す。
【図３】インターネットを介してクラウドシステムに接続したデジタルディスプレイを示
す。
【図４】編成されたディスプレイグループとして参照される、編成されたデジタルディス
プレイの一群を示す。
【図５】編成されたディスプレイグループにおけるディスプレイ上で可能な較正パターン
の一例を示す。
【図６】デジタルディスプレイの編成の概要を示す。
【図７】例示的なデジタルコンテンツアイテムを示す。
【図８】図６に示す様々なディスプレイに亘って配置される図７に見られるデジタルコン
テンツアイテムの特定の部分を示す。
【図９】ネットワークを通じて情報を受信する複数のデジタルディスプレイの各デジタル
ディスプレイを示す。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　本発明は、ディスプレイに亘ってデジタルメディアコンテンツのレンダリング及び再生
を調整し同期させることによって、ユーザが１つのデジタルコンテンツアイテムを複数の
デジタルディスプレイ上、ここでは編成されたディスプレイと呼ぶ、に表示することを可
能とする。編成されたディスプレイは、調整され同期された手段により制御されたディス
プレイの組み合わせとして参照される。コンテンツアイテムは、静止画、ビデオクリップ
、グラフィックアニメーション、又は、アプリケーション（「アプリ」）であってもよい
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。デジタルディスプレイは、同一のサイズ、隣接されたもの、又は、整列されたものであ
る必要はない。それらは、異なる方向を向いていてもよいし、デジタルディスプレイ間で
空間的なギャップを有していてもよい。後者の場合、デジタルコンテンツアイテムは、図
１に見られるように、実際のデジタルディスプレイが配置されている場所にのみ画像が見
えるようにデジタルコンテンツアイテムが１つの連続面に表示されたかのように、様々な
デジタルディスプレイに亘ってレンダリングされる。
【００１１】
　編成されたディスプレイは、好ましくは、Wi-Fi、（有線）イーサネット（登録商標）
、又は、他の種類のデータリンクによってインターネット対応であり、すなわち、LCD、L
ED、OLED、QLED又はデジタルインクスクリーン、メモリ及びプロセッサによる。図２及び
図３に示すように、各デジタルディスプレイは、編成されたディスプレイのセットとして
使用され得る前には、インターネットを介してクラウドシステムに接続する。この場合、
編成されたディスプレイとの他の接続は、要求されない。
【００１２】
　デジタルディスプレイの事前の接続は、各ディスプレイで実行されているソフトウェア
がクラウドシステムと通信していることを確認することを可能とする。ディスプレイ登録
処理中に、各デジタルディスプレイは、シリアル番号又はMACアドレス等の一意的な識別
子、及び、ディスプレイのアクティブ領域の高さと幅及び画素解像度を少なくとも含むデ
ィスプレイの属性が記憶される。
【００１３】
　本発明は、２つの段階、すなわち、ディスプレイマッピング、並びに、コンテンツ準備
及びレンダリングにより実行される。ディスプレイマッピングの目的は、各編成されたデ
ィスプレイの特定のサイズ、相対位置及び方向を定義し、各画像のどの部分を各デジタル
ディスプレイに表示するかを決定することにある。図４に示すように、ディスプレイマッ
ピング段階を開始するために、クラウドシステムは、ユーザデバイス上のインタフェース
を介してユーザと通信して編成されたグループを生成し、登録済みのデジタルディスプレ
イをそのグループに割り当てる。各デジタルディスプレイの属性を決定するために、クラ
ウドシステム又は各デジタルディスプレイと通信するユーザインタフェースは、編成され
たディスプレイグループの一部である各ディスプレイにキャリブレーションパターンを表
示する。キャリブレーションパターンは、各デジタルディスプレイに固有であり、固有の
識別子を有するグラフィックイメージを含む。グラフィックイメージは、アクティブなデ
ジタルディスプレイを塗りつぶし、ディスプレイの基準点を提供する。固有の視覚的識別
子は、単純な数からパターン及び符号化された情報を埋め込んだ複雑な画像までの範囲で
あり得る。例示的な較正は、図５に示される。
【００１４】
　望ましい実施形態において、プロセッサ及びカメラを有するスマートホン等のユーザデ
バイスがクラウドシステムに接続され、デジタルディスプレイのグループの画像を撮る、
すなわち、編成されたグループ、それらの相対ジオメトリ、位置、及び、他の属性を撮影
するために使用される。スマートホンからの画像は、クラウドシステムにアップロードさ
れ、そこで、各デジタルディスプレイデバイスの識別、境界、及び、方向を決定するため
に解析される。他の計測は、要求されなくてもよい。各デジタルディスプレイの各ディス
プレイ属性は、画像から抽出された情報と比較され、任意の基準システムにおける様々な
ディスプレイの表面の正確な相対ジオメトリを決定する。これらの属性は、編成された属
性と呼ばれる。各デジタルディスプレイの方向は、図５に示されるように、ディスプレイ
に組み込まれた方向センサを使用し、又は、上述したキャリブレーションパターンの相対
方向を解析することにより決定されてもよい。
【００１５】
　コンテンツ準備及びレンダリングの段階は、図７に見られるように、表示されるべき画
像等のデジタルコンテンツをユーザが選択することから始まる。クラウドシステムに接続
されたモバイルデバイス又は任意のコンピューティングユーザデバイスに配置されるユー
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ザインタフェースは、ユーザがデジタルコンテンツアイテムを選択し、それを実時間又は
後の時間に表示される編成されたディスプレイグループに割り当てることを可能とする。
ユーザインタフェースは、編成されたグループの概要をデジタルコンテンツアイテム上に
オーバーレイとして表示してもよく、ユーザがデジタルコンテンツアイテムをパン及び／
又は拡大して様々な編成されたディスプレイ個別にフィットさせる決定することを可能と
してもよい。デジタルコンテンツアイテムに対する相対的な変更は、編成されたディスプ
レイ上に実時間で反映されてもよいし、反映されなくてもよい。一実施形態では、クラウ
ドシステム内に格納された編成された属性は、デジタルコンテンツアイテムを前処理する
のに使用され、編成されたディスプレイグループの一部の各デジタルディスプレイに対し
て別のファイルを作成し、この別のファイルは、固有のディスプレイにおいて表示される
コンテンツアイテムの固有の一部を組み込んでいる。各ファイルの固有のコンテンツは、
それらのそれぞれのサイズ、相対距離、向き、及び、解像度、並びに、カラーパレット等
の他の属性を考慮して、全ての編成されたディスプレイに亘ってデジタルコンテンツアイ
テムの表示を調和させるために決定される。デジタルコンテンツアイテムの固有の部分は
、図８に示される。ビデオ、アニメーション、又は、アプリメディアの場合に、厳密な再
生同期を保証するために、各ファイルに時間同期情報がまた追加されてもよい。ファイル
は、有線、Wi-Fi、又は、その他のデータリンク接続を介して編成されたディスプレイに
ダウンロードされ、各ディスプレイに格納される。編成されたコンテンツを再生するコマ
ンドを受信すると、各編成されたディスプレイは、編成されたディスプレイグループの一
部である他のデジタルディスプレイと同期して、それぞれのメディアファイルの再生を開
始する。同期は、ネットワーク上で実時間に配信される正確なタイミング情報を使用して
保証される。図９に示すように、各デジタルディスプレイは、ネットワークを介してこの
タイミング情報を受信し、画像再生フレームを正確に同期させる。
【００１６】
　別の実施形態では、編成された属性は、各ディスプレイにダウンロードされ、編成され
たディスプレイグループ内の相対位置及び向きをディスプレイに「認識」させる。時間同
期情報は、ダウンロードされる前にデジタルコンテンツアイテムに追加され、編成された
ディスプレイブルー婦の一部である全てのデジタルディスプレイに格納され、すなわち、
完全なデジタルコンテンツアイテムを含む同じファイルが、各ディスプレイにダウンロー
ドされる。各デジタルディスプレイに埋め込まれたプロセッサは、その属性を使用して、
コンテンツアイテムをディスプレイの大きさ及び位置にクロッピングし、デジタルディス
プレイの向きに合わせて回転させ、ディスプレイ解像度、カラーパレット及び他の関連す
る視覚的属性に調和するようにデジタルコンテンツアイテムを調整し、その固有のディス
プレイに表示されるデジタルコンテンツアイテムの部分を抽出する。時間同期は、その処
理中には維持される。デジタルコンテンツアイテムのクロッピング及び回転は、再生中に
実時間で、又は、元のコンテンツファイルを受信した時に行われ、この場合、コンテンツ
アイテムの抽出された部分は、必要に応じて同期再生に使用するためにローカルに格納さ
れる。再生中において、同期は、ネットワークを介して実時間に配信される正確なタイミ
ング情報を用いて保証される。各デジタルディスプレイは、ネットワークを介してこのタ
イミング情報を受信し、画像再生フレームを正確に同期させる。
【００１７】
　当業者であれば、本発明の範囲から逸脱することなく、様々な変更を加えることができ
、均等物を要素に置き換えることができることを理解されたい。さらに、本発明の範囲か
ら逸脱することなく、特定の特徴又は材料を本発明の教示に適合させるために多くの修正
を加えることができる。したがって、本発明は、開示された特定の実施形態に限定されず
、本発明は、特許請求の範囲内に含まれる全ての実施形態を含むことが意図されている。
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